
千葉市生活保護世帯等学習・生活支援事業実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、千葉市生活保護世帯等学習・生活支援事業（以下「本事業」と

いう。）の円滑な実施のため、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 事業目的 

本事業は、生活保護世帯及び生活困窮世帯の子どもに対し、高等学校等進学

に必要な基礎学力の向上を図るための学習支援を実施するとともに、子ども及

びその保護者に対し、当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善を図るための

生活支援を実施することで、親から子への貧困の連鎖を防ぐことを目的とする。 

 

３ 実施主体 

（１）実施主体は、千葉市（以下「発注者」という。）とする。 

（２）発注者は、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施するため、株式

会社、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人

その他千葉市が適当と認める団体に業務を委託して実施するものとする。

本事業の受注者（以下「受注者」という。）は、委託契約内容に基づき事

業を実施するものとする。 

 

４ 対象者 

  本事業の対象者は、次のとおりとする。 

（１）学習支援及び生活支援の対象者は、千葉市内に居住し、以下の要件のいず

れかを満たす、中学２年生及び３年生の子ども並びにその保護者とする。（以

下、下記アに該当する者を「生活保護対象者」と、イからエまでのいずれかに

該当する者を「生活困窮対象者」という。） 

ア 生活保護を受給している世帯であること。 

イ 就学援助を受給している世帯であること。 

ウ 児童扶養手当を受給している世帯であること。 

エ 前各号に掲げるもののほか、千葉市が本事業での支援を必要と判断した世

帯であること。 

（２）生活保護受給世帯への事業参加促進の対象者は、千葉市内に居住する生

活保護受給世帯の中学１年生及びその保護者を対象とする。 

 



５ 実施場所 

  本事業の実施場所（以下「会場」という。）は、各区保健福祉センター社会

福祉協議会事務所会議室等の公共施設とする。ただし、適切かつ効果的な支援

のために受注者が別に会場を確保するとき又は対象者の自宅等にて本事業を行

うときは、発注者と協議の上で、当該会場を利用することを妨げない。 

 

６ 期間  

  本事業は、発注者が指定する日から当該年度の３月３１日まで実施する。 

 

７ 業務内容 

本事業の業務は、次のとおりとする。 

（１）保健福祉局保護課（以下「保護課」という。）の業務 

  ア 本事業の実施に係る全体調整 

  イ 各区保健福祉センター社会援護課（中央区及び若葉区においては社会

援護第一課及び社会援護第二課。以下「社会援護課」という。）との調

整 

  ウ 本事業の実施に係る関係機関との協議及び調整 

  エ 会場の確保に係る千葉市社会福祉協議会等との協議及び調整 

  オ 申込書のとりまとめ（生活保護受給世帯の中学校１年生及びその保護

者に限る） 

（２）社会援護課の業務 

   ア 生活保護対象者に対する本事業の周知及び利用勧奨 

  イ 生活保護受給世帯の中学校１年生及びその保護者からの申込書の受付

及び同書の保護課への送付 

ウ 受注者との連携 

（３）受注者の業務 

  ア 本事業の実施及び運営に係る全体業務 

  イ 各会場に必要な講師の確保及び研修 

ウ 本事業に係る保護課との協議及び調整 

エ 周知チラシの作成及び周知活動 

オ 参加者の決定 

カ 本事業の実施に係る報告 

 

 



８ 支援内容 

（１）学習支援及び生活支援 

  ア 学習支援 

    受注者は、参加者に対し、高等学校等進学に必要な基礎学力の向上を

図るための学習支援を実施する。 

  イ 生活支援 

    受注者は、参加者の自尊感情や自己肯定感の醸成、ソーシャルスキル

や生活環境の向上等を図るため、次に掲げる支援を実施する。 

  （ア） イベント等を通じた相互の交流・コミュニケーションを図る取組 

     受注者は、特別講師による講演、クリスマス会等の季節の行事、体

験教室、企業と連携した職場体験やキャリア教育等のイベント等を実

施する。 

     なお、イベント等の開催は、学習支援の開催日に替えて実施するこ

とができる。会場は、５の規定にかかわらず、受注者において確保す

ることとするが、市の公共施設を利用する場合は、発注者は会場の確

保に可能な範囲で協力するものとする。 

  （イ） 生活習慣の定着サポート 

     家庭訪問や個別面談等（以下「家庭訪問等」という。）の実施によ

り、生活習慣や育成環境の改善等を図る取組を実施する。 

  （ウ） 保護者への支援 

     受注者は、家庭訪問等やイベント、相談会の実施等により、保護者

の養育支援や生活環境の向上を図る取組を実施する。 

  ウ 事業参加手続き 

  （ア） 募集期間 

    a ４月初旬から５月中旬までの間のうち受注者と発注者が協議の上

定める期間を一次募集期間とし、申込受付を行う。 

    b 一次募集期間の後も随時参加申込を受け付け、先着順に申込決定を

行う。 

    c 定員を超過している場合は、待機者として受け付け、欠員補充の際

に対応できるようにする。 

  （イ） 参加申込 

本事業を利用しようとする生活保護対象者及び生活困窮対象者は、

受注者に学習・生活支援事業利用申込書（様式第１号）の提出その他

の方法により本事業の利用を申し込むものとする。 



  （ウ） 参加決定 

    a 受注者は、一次募集期間終了時点の申込状況を名簿にとりまとめ、

保護課に提出する。一次募集期間終了後は、申込があり次第、随時申

込状況を保護課に提出する。 

    b 保護課は、申込者の要件等を確認し、確認の結果を受注者に報告す

る。 

     なお、参加申込時において４（１）アからウまでの制度を申請中で

あり、当該制度の決定がなされていない者は、当該制度の決定がなさ

れるまでの期間において、要件を満たした者とみなすものとする。 

    c 受注者は、保護課からの報告を基に、実施会場ごとに参加者を決定

する。一次募集において定員を超過したときは、抽選で参加者を決

定する。 

なお、bにおいて参加要件を満たした者とみなされた者について、 

参加を決定した後に対象者ではないことが判明したときは、発注者と

協議の上、対応する。 

    d 受注者は、参加決定状況を保護課に報告するとともに、生活保護対

象者に関する参加決定結果を社会援護課に報告する。 

    e 受注者は、申込者に対して、参加の可否の通知を行うとともに、参

加決定者との事前面談の調整を行う。 

    f 参加決定者は、受注者と事前面談を行い、事前面談を終えた者から

本事業に参加する。 

  (エ) 待機者への対応 

    a 一次募集において定員を超過し、抽選の結果、参加決定に至らなか

ったときは、抽選を行い、欠員が出た場合の補充の順番を定める。 

    b 一次募集期間終了後に定員を超過したときの補充の順番は、申込順

とする。 

（２）生活保護受給世帯への事業参加促進 

  ア 受注者は、生活保護を受給する世帯に属する中学１年生の子ども及び

その保護者に対し、次年度以降の本事業への参加促進のため、次に掲げる業

務を実施する。 

  （ア） イベント等を通じた、学習意欲の向上のための取組み 

     受注者は、講演会、説明会、キャリア教育等のイベント等による学

習意欲向上の取組みを実施する。会場は受注者において確保すること

とするが、市の公共施設を利用する場合は、発注者は場所の確保に可



能な範囲で協力するものとする。 

  （イ） 家庭訪問等 

     受注者は、対象世帯のうち、発注者が必要と認めた者に対し、電話

等による面談勧奨及び家庭訪問等を実施し、世帯としての学習意欲の

向上のための取組みを実施する。 

  イ 事業参加手続き 

  （ア） 募集期間 

     受注者は、発注者と協議の上、募集期間を定める。 

  （イ） 利用申込 

本事業を利用しようとする者は、社会援護課又は受注者に学習・生活支

援事業利用申込書（様式第１号）の提出その他の方法により本事業の利用

を申し込むものとする。 

  （ウ） 利用決定 

    a 社会援護課又は受注者は、申込状況を名簿にとりまとめ、保護課に

提出する。また、追加の申込があり次第、随時申込状況を保護課に提

出する。 

    b 保護課は、申込者の要件等を確認し、確認の結果を受注者に報告する。 

 

９ 業務実施に関する各種報告 

  ア 受注者は、次に掲げる支援状況等について報告書を作成し、当月分の報

告書を翌月１０日までに保護課へ提出する。 

    なお、生活保護対象者に関する（エ）及び（オ）は社会援護課へも提出

するものとする。 

（ア）学習支援の開催状況 

（イ）生活支援の実施状況 

（ウ）参加申込及び登録状況 

（エ）参加者の出席状況 

（オ）参加者個別の支援実施状況 

（カ）前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの 

  イ 支援において報告すべき事象が生じた場合は、適宜保護課、社会援護課

又は自立相談支援機関に状況を報告し、必要に応じて連携を行う。 

 

10 業務終了後の報告 

  受注者は、業務完了後速やかに、次に掲げる内容を保護課に報告する。 



（１）業務完了報告書 

（２）委託期間中の業務実施に要した、収支決算報告書等の経費内訳書 

（３）本事業の効果検証結果（成績、進学状況、生活環境の改善等） 

（４）前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの 

 

11 個人情報保護 

受注者は、本事業の参加者及びその保護者の個人情報を関係機関と共有する

ことについて、申込時にあらかじめ同意を得るものとする。 

また、受注者は、本事業の実施にあたって知り得た参加者及びその保護者の

個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

に規定されているところにより適正な取扱いに留意するとともに、他に漏らし

てはならない。これについては、本事業終了後も同様とする。 

 

12 その他 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は保護課長が別に定める。 

 

 

 

附 則 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 千葉市生活保護世帯等学習支援事業実施要領は、廃止する。 

   附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 


